
富里市青色回転灯装着車両の貸付けに関する要綱を次のように定める。 

  平成２８年２月１７日 

富里市長 相 川 堅 治      

告示第２０号 

富里市青色回転灯装着車両の貸付けに関する要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，市内における防犯活動を支援するため，自主的に防犯活

動を行う団体に対し，市が所有する青色回転灯装着車両（以下「パトロール

車」という。）を貸し付けることに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （対象団体） 

第２条 パトロール車の貸付けを受けることができる団体は，次の各号のいず

れかに該当するものとする。 

（１） 富里市青色防犯パトロール実施の委嘱に関する要綱（富里市告示第１９ 

号）第４条の規定により青色防犯パトロールの委嘱を受けた団体 

（２） 千葉県警察本部長又は警察署長から防犯活動の委嘱を受けた団体 

（３） 成田防犯連合会防犯指導員部富里支部会 

 （貸付申請等） 

第３条 パトロール車の貸付けを受けようとする対象団体の代表者（以下「申

請者」という。）は，パトロール車を使用する日の前日までにパトロール車

貸付申請書（別記第１号様式）に，次に掲げる書類を添えて市長に申請しな

ければならない。 

（１） パトロール車を運転し，又は同乗する者の千葉県警察本部長が発行する 

パトロール実施者証（以下「パトロール実施者証」という。）の写し 

（２） パトロール車を運転する者の運転免許証の写し 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，速やかにその内容を審査

の上，貸付けの可否を決定し，パトロール車貸付決定（却下）通知書（別記

第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

３ 貸付申請が他の対象団体の使用と重なった場合は，相互に調整を図らなけ

ればならない。 

（使用料) 

第４条 パトロール車の使用に係る経費は，無料とする。 

 （遵守事項） 

第５条 パトロール実施者は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 （１） 転貸しないこと。 

 （２） 市内における自主防犯活動に使用すること。 

資料２ 



 （３） 貸付期間満了の日時までに指定された場所に返納すること。 

 （４） 使用は青色回転灯の点灯走行を原則とし，パトロール実施者証の交付を 

受けた者が運転し，又は同乗すること。 

（５） 前各号に掲げるもののほか，市長が特に必要と認めること。 

 （事故等の届出） 

第６条 申請者は，パトロール車の使用中に交通事故が発生したときは，法令

上の措置を講ずるとともに，速やかにパトロール車事故届出書（別記第３号

様式）により市長に届け出なければならない。 

２ 申請者は，前項の規定による事故に関し，市及び市が契約している保険会

社が必要とする書類及び証拠となるものを速やかに市長に提出するものとす

る。 

３ 申請者は，パトロール車を毀損し，汚損し，又は滅失したときは，速やか

にパトロール車毀損等届出書（別記第４号様式）により市長に届け出なけれ

ばならない。 

 （賠償責任） 

第７条 パトロール車の使用中に起こした交通事故等は，市がその責めを負う

ものを除き，市が加入している自動車保険で補填されない部分については，

パトロール実施者等の責任において損害を賠償しなければならない。 

２ 市長は，パトロール実施者が故意又は重過失によりパトロール車を毀損し，

汚損し，又は滅失したときは，当該パトロール実施者に損害を賠償させるも

のとする。 

(運行の管理) 

第８条 市長は，車両ごとに運行記録簿を備え付け，その運行を管理するもの

とする。 

２ 市長は，定期的に運行記録簿や車両の状況等を確認するものとする。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか，パトロール車の貸付けに関し必要な事

項は，市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は，公示の日から施行する。 

 （富里市生活安全パトロール車の貸出しに関する要綱の廃止） 

２ 富里市生活安全パトロール車の貸出しに関する要綱（平成１８年告示第 

７３号）は，廃止する。 

別記 



第１号様式（第３条関係） 

年  月  日  

 

パトロール車貸付申請書 

 

富里市長          様 

 

申請者 団 体 名  

代表者住所  

代表者氏名                    ㊞  

電 話 番 号  

 

パトロール車の貸付けを受けたいので，下記のとおり申請します。  

 

記 

使 用 目 的 
 

使 用 期 間 

年  月  日  午前・午後  時  分から  

 

年  月  日  午前・午後  時  分まで  

運 転 者 

 住  所 

 氏  名 

 電話番号 

保管責任者 

 住  所 

 氏  名 

 電話番号 

（添付書類） 

 １ パトロール車を運転し，又は同乗する者のパトロール実施者証の写し 

 ２ パトロール車を運転する者の運転免許証の写し 

  



第２号様式（第３条関係） 

 

第   号  

年  月  日  

 

パトロール車貸付決定（却下）通知書 

 

（団体名） 

（代表者名）         様 

 

富里市長              

 

 

年  月  日付けで「パトロール車貸付申請書」により，申請の

あったパトロール車の貸付について，下記のとおり決定・却下しましたので通

知します。 

 

記 

１ 決定する 

パトロール車

の 車 両 番 号 

 

貸 付 期 間 

年  月  日  午前・午後  時  分から  

 

年  月  日  午前・午後  時  分まで  

運 転 者 

 

保 管 責 任 者 

 

２ 却下する 

理 由 

 



第３号様式（第６条関係） 

 

年  月  日  

 

パトロール車事故届出書 

 

富里市長          様 

 

届出者 団 体 名 

代表者住所 

代表者氏名                    ㊞  

電 話 番 号  

 

パトロール車の使用中に発生した交通事故について，下記のとおり届け出ま

す。  

記 

事故発生日時     年   月   日   時   分頃 

事故発生場所  

 パトロール実施者 相 手 方 

運 転 者 
住所 

氏名 

住所 

氏名 

同 乗 者   

車 両 番 号   

事 故 の 概 要  

備 考  

 

  



第４号様式（第６条関係） 

年  月  日 

 

パトロール車毀損等届出書 

 

富里市長          様 

 

届出者 団 体 名 

代表者住所 

代表者氏名                    ㊞  

電 話 番 号  

 

パトロール車を（毀損・汚損・滅失）したので，下記のとおり届け出ます。  

 

記 

パトロール車

の 車 両 番 号 

 

毀 損 等 日 時     年   月   日   時   分頃 

毀 損 等 を 

し た 場 所 

 

運 転 者 

 

毀損等の状況 

 

 

 


